
Title
宗教批判の自由と差別の禁止（ニ・完） : イギリス
における神冒瀆罪から宗教的憎悪扇動罪への転換に関
する考察

Author(s) 村上, 玲

Citation 阪大法学. 2013, 62(6), p. 135-155

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/60195

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



宗
教
批
判
の
自
由
と
主
別
の
禁
止
（ 

a‘J 

Yじ
） 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
神
百
済
罪
か
ら
宗
教
的
件
集
扇
動
罪
へ
の

転
般
に
関
す
る
考
祭
｜
｜

十ナ

ふ
水
戸
〆
め
ド

靖
一
尚
袖
日
出
場
内
概
要

～
ポ
広
伸
行
！
日
非
力
炉
吏

第
一
出
棺
円
リ
虫
記
刀
直
吋
凶
さ
れ
る
｛
小
教
と
司
罪
川
戎
÷
玄
刊

清
加
伸
行
！
付
互
い
干
し
f

欧
川
川
人
作
品
市
約
（
以
ニ
八
一
一
古
川
H

号－

詰
尚
｛
一
志
ν合
判
長
己
日
劫
叩
グ
飢
訟
〆
一
拍
旨
ι昌
男
心
事

ι

↑
刑
罰
川
市
刊
行
沼
J

ず
の
内
川
辺
町
、
と
改
附
い
淵
ず
る
議
論

市

応

策

的

市
教
的
世
一
一
五
百
助
坪
の
創
設

神
『
品
川
T
丹
市
r
r

指
目
指

ボ
札
判
的
惜
意
志
折
山
洋
の
訓
誌
｝
一
沖
U

目
J
t
川
干
の
出
店
止
ド
一
関
ヲ
る
柿
討

ぶ
わ
ノ

fil 

阪人；L吊JG2 (S ::;c,', l?Gl 2υ：：；， 3 J 



,,ii 

与3

宗
教
的
憎
悪
円
四
一
致
出
の
創
設
と
沖
ヨ
漬
同
ん
の
燦
汁

早

ゴ
桐

λ弔
帆

川

削

川
仰
ヨ
渋
川
庁
内
問
題
門
’

t
改
ー
ぬ
い
悶
ず
る
一
議
一
一

市
章
で
苅
べ
た
上
う
に
J

仲
胃
漬
い
た
は

の
流
れ
と
と
も
に
そ
の
解
釈
を
変
化
ろ
山
い
つ
つ
つ
陪
紀
後
ド
に
な
っ
と
も
有
効
な
も
の

と
し
と
存
在
し
て
川
た
が

問
え
ば
、
同
イ
「
（
｝
土
手
作
以
米
一
九
五
年
ぶ
り
い

川
」
川
じ
そ
の
改
ぃ
一
こ
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
れ
一

Jt｝

E
m
F
c
c
Z
〈
「
E

E口
事
件
が
提
起
さ
れ
、
材
い
胃
同
罪
ト
州
立
せ

ιれ
た
こ
と
を
全
日
η
、

一U
J

祁
土
門
ご
は
、
品
作
肖
沼
叫
す
7

の
正
ψ
i
化
科
tHと
し
て
、
一
征
宗
教
rkヴ
宗
教
院
佐
川
条
の
保
語
、

九
八
九
午
に
れ
わ
れ
た
法
律
を
員
会
の

の
保
葉
、
一
Y
社
会
の
保
夜
、
小
町
－
宗

ー

λ
A
廷
で
口
〉
司
ニ
史

J

H
m
f
i
σ
μ
υ
v

ぴ

い
ず
れ
の
坪
山
J
d
u
泊
目
白
阜
の
綜
持
に
よ
J

て
給
付
枕

1
2
十
九
現
の
い
山
の
波
長
を

l
必
に
汁
当

化

T
る
田
崎
市
川
l
y

は
み
な
さ
札
ず
、

出
何
百
ム
沼
山
慌
の
代
容
と
な
る
刑
罰
を
制
一
一
よ
る
日
円
余
的
必
要
件
も
長
い
と
之
、
利
［
口
泣
付
片
山

宏九九しれー「山、い
y
叩一J
1

4

ユト～

北
九
八
ふ
之
の
人
権
ιパ
制
定
以
役
で
あ
る
一
一
（
い
一
心
三
川
に
ま
と
め
a

J

れ
た
貴
校
院
の
宗
教
犯
尽
に
問
寸
る
特

で
は
伸
ド
ヒ
塁
手
は
欧
仲
人
体
作
条
約

f
一
は
迎
合
し
士
、

γと、
v
ハ
…
同
窓

v
v
r
m拘
さ

明
日
告
日
以
余
の
川
一

二
炉
内
じ
が
／
昨
u）

判
刊
ふ
じ
吾

れ
て
い
る
c

ふ
の
型
以
こ
し
て
次
の
川
正
が
お
摘
さ
れ
て
い
る
c
M
H

r
h
J
A
l
A寸
刊
ノ
ス

な
勺
た
位
一
同
一

M
V
障

4
2
の
す
一
史
ほ

ξ
は
イ
ギ
1
／
一
べ
市
川
評
価
の
余
前

の
性
別
に
且
一
つ
く

K
H
mが
認
め
λ

つ
れ
て
い
な
い
こ
1

こ
じ
河
す
る
ポ
案
に
つ
い
へ

二
つ
つ
ム
ー
の
事
が
し
い
で
は
条
約
選
－
況
と
さ
れ

γ、
い
る
ょ
っ
に
、
社
会
的
働
法
的
以
右
の
変
化
に
よ
っ
て

一
ル
八
八
年

ず
刃
心

1

コ

〉

：

ふ
J

ニー

プ
川
ご
山
げ
士
↓
れ

ι
I
d
－
－
ホ
ペ
）
一

白
川
入
山
唯
裁
判
一
引
の
判
断
も
変
更
九
れ
る
こ
と

第
一
ド
巧
5
当
。

2
事
叫
に
お
い
て
川
口
百
唐
山
バ
デ
一
計
仰
の
余
地
何
～
に
あ
る
と
の

と
し
て
弘
、
将
来
に
お
い
し
そ
の
刊
匹
が
維
持
さ
れ
る
1
L
は
限
ら
な
M

こ
と
r

化
一
↓

件

ご

は

さ

E
件
。
f
g
m
r～［

K
E
E
P
事
件
の
貴
採
悦
判
決
じ
定
式
化
さ
れ
た
仲
間
明
間
以
の
定
認
は
条
約
七
条
に
ド
ペ
っ
く
明
確
性
、
予
見

り
能
性
の
要
件
を
充
た
ヲ
と
欧
州
川
人
権
裁
判
所
が
判
断
し
に
い
る
も
の
の
、
」
ド
胃
日
担
が
y
央
医
匡
帖
叫
ん
ぷ
に
の
み
遮
刑
さ
れ
る
の
か
、

1762 〆.ZliI 'I. 3〕rn~ ；，戸市j 位（s1:1s: 

J之ム
'・ 



れ♂
F
V
Lヤ
け
マ
ヘ
ト
紋
点
検
に
討
し
と
も
辿
日
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
当
一
－
誠
事
打
の
判
断
て
は
一
百
反
さ
れ
な
か
っ
十
三
め
、
法
の
如
F
M戦

J

一

一

一

ω

河
が
fm
明
械
で
あ
7
Q

一
」
と
治
川
に
洲
一
定
法

εは
な
い
た
め
刑
罰
に
対

L
C
な
さ
れ

ω制
裁
仁
乍
祝
日
介
が
な
い
こ
と
が
条
約
じ
た
こ
抵
触

す
る
ぞ
て
れ
が
あ
り
、
F

）れい
h

h
…門別雌
1
い
に
よ
一
二
、
条
約

ハ
ノ
長
で
深
附
さ
れ
る
式
布
げ
の
司
耐
を
も
は
ち
す
7
G
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

C

あ
る
の
こ
の
地
、
神
田

2
5朴
が
υ牛
士
山
内
田
崎
叫
ん
ド
一
及
び
突
出
回
数
会
の
信
条
守
と
以
似
す
一
ゐ
キ
J
一
ヘ
ト
役
会
派
に
対
す
る
去
引
の
み
を
調
唱

対
象
と
し
じ
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
信
M
q唱
の
川
口
出
を
保
障
す
る

4t約
九
条
及
び
条
約
ム

る
盗
事
・
口
山
＋
一
つ
い
v
t
m
長
引
を

内
条
や
一
侵
害
し
、
条
約
内
条
門
小
一
政
治
刊
青
山
見
そ
の
似
の
胃
見
一
日
よ
る
い
か
な
る
J
L
別
も
也
市
け
し
て
い
る
こ
と

へピ一

C
条
の
問
問
山
、
か

k

つ
も
条
約
四
条
を
侵
害
す
る
吊
大
な
リ
ス
ク
が
あ
る
し
に
の
認
哉
さ
υ
同
市
川
じ
は
不
さ
れ
て
い
る
｝

ァて
1
一
＼
こ
れ
れ
ら
委
員
会
の
報
舟
守
主
受
け
て
、
科
目
h
什同
j

の
交
問
～
を
提
案
す
る
店
九
も
イ
ド
リ
ス
読
ん
引
に
掩
出
ν
↓
れ
て
き
た

主
ι
t
J
q
b
条
約

か
－
り
久
れ
約

れ
ム
措
山
山
手
れ
た
！
？
い
だ
九
の
う
ち
L
く
、
ノ
か
を
分
注

f
る
と
、

人
々
の
ハ
ル
紋
感
情
守
悔
ザ
ト
ブ
る
高
凶
で
宗
設
の

フボ教批判灯土円 d 主別乙〉詰JI L一ιf」J

象
伎
を
百
F
Q
、
民
一
小
す
る
、
ん
は
わ
動
す
る
こ
と
を
、
保
佼
寄
告
が
兄
問
主
Y
Jぺ
範
阿
で
手
と
オ
ソ
匂
イ
ン
k

刑
法
L
円
（
｝
ロ
吾
、
コ
ニ

V22一

九）

（

y
v
L
F
F

を
f
ムに

L
た
条
町
吋

ι置
き
換
え
る
に
い
ム
一
八
八
五
九
の
は
弘
、

L
I

、L
一

／
／
J
F
T
 

一
九
二
＝
ム
イ
汁
、

九

－
一
、

t

1

 

7
P
F
T
 

、

I
パ

2V

九
力
－
n
刊
に
提
出
さ
れ
た
神
百
士
官
界
ノ
て
の
も
の
や
悔
す
る
と
い
守
什
日
出
家
、

一

J

Z

八
方
ド
ハ
リ

ハ
ゾ
ハ
リ
キ
、
一
む
の
一
午

及
び
一
つ
つ

h
q
に
滝
川
さ
れ
た
沖
百
一
円
却
を
川
町
d
L
一
市
教
的
恰
立
日
動
罪
を
導
入
す
る
L

い
う
性
一
体
修
7rι
ふ
の
一
話
相
川
が
あ
る
。

行ヨμ
~ 
j 

'" '" "" を
、出

J畳
たす
める

'" ~ 
グ）在

指く
!1：ロ；co犀
が栄
あと

るな
わ
が

ず
れ
の
J
仏
茶
も

そ
の
阿
国
は
神
川
日
濯
罪
の

J
4
山
町
の
古
椿
「

者
を
判
叫
戒
す
p
h》

こ
う
い
コ
た
す
市
民
の
て
ご
、
何
セ
ロ
ロ
エ
ミ
三
五
店
員
は
件
い
日
清
祥
の
以
内
の
内
組
内
山
を
山
山
南
し
て
、
神
同
日
出
芹
を
集
J
K
1
9
る
こ
と
と

な
ワ
ょ
に
刑
事
叶
法
及
び
移
同
市
川
仏
中
出
来
＼
刀
廃
止
条
羽
の
挿
入
を
提
唱
卜
し
て
い

日； ι 
J

L

例
目
白
罪
に
山
内
す
る
最
d

恨
の
刊
罪
判

九
じ
九
r

の
ぎ
｛
戸
店
｝
5
5巾
〈

「

EMO口
事
打
ペ
に
あ
り
…
、
日
北
淡
の
成
功
し
た
公
訴
が

士、

z
h
1
h
 

九

二

r

の
同
イ
子
二
件
乎
件
て
あ
る
よ

ノし
;, 

阪人1L吊JG2 (S ::17', 17G3 2υ：：；， 3 J 
'' 



,,ii 

う
に
、
州
胃
消
却
に
基
づ
く
起
訴
デ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
け
代
錯
誤
な
口
胤
な
法
律
と
化

L
、
い
る
こ
と
、

一
）
公
共
の
川
崎
て
の

ド
河
J

ヲ
ム
辺
氏
改
ぴ
台
北
ぺ
札
－
t…
げ
界
仁
田
川
す
る
け
、
が
す
で
に
判
判
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

公
共
の
場
で
の
前
与
れ

〆ヘ
目、d
ごf

c 

ゴ
桐

が
に
い
採
る
拝
い
が
は
び

し、

¥. 

｝
も
は
や
付
は
日
比
に
d

安
と
し
て
い
な
い
7

一
い
う
剖
古
川
を
多
く

の
人
々
が
持
ヴ
て
い
る
こ
と
、
（
司
）
神
目
立
邑
広
た
が
コ
ヰ
〆
時
口
内
刑
罰
で
あ
る
と
め
に

罪
の
成
立
雪
件
が
ん
巧
確
で
下
見
久
ハ

d

北
山
ず
あ
り
、
罰
則
の
－
限
が
な
い
こ
と

二九
J

M

刊
日
済
界
が
午
川
ス
ト
教
の
吋
め
に
し
カ
減
刑
さ
れ
な
い
た
め
ト
利
一
的
で
あ
ゐ
こ
と
、

（
？
っ
神
い
H
漬
罪
は
え
山
間
関
川
川
、
り
れ
ど
は
い
な
い
mv

っ
と
が
、

月
己
検
出
向
を
竹
山
げ
る

ろ
し
い

を
も
ン
ず
い
る
こ
と

、り一い

（
じ
）
述
し
た
よ
う
に
欧
州
川
人
権
来
f

札
七
条
、
九
条
、

cb栄
及
吋
リ
リ

川
門
条
と
の
似
注
で
、
い
作
胃
涜
平
パ
が
条
約
と
苧
ム
己

L
な

い
と
い
〉
つ
れ
起
点
で
あ
る
、

こ
の
よ
、
つ
い
い

一円〆（ハ）」エ以

i
に
け
一
〉
て
ヘ
排
さ
れ
て
お
り
、

九
八
土
主
の
1

い
律
一
右
民
会
部
百

羽
田
H
治
拡

山
寸
時
は

の
代
ち
と
な
る
安
の
制

ι
が
必
安
と
さ
れ
す
、
そ
の
廃
止
の
山
内
が
従
t

弔
さ
れ
て
い
と
？
〆
か
勺
実
際
に
凶
ぷ
に

出
土
た
阿
古
川
は

神
巨
ド
泣
非
の
時
代
短
市
一
同
松
い
や
死
正
化
状
塁
、
平
の
ふ
川
十
へ
刊
の
小
町
議
拾
い
、

欧
州
人
惇
条
約
ー
ら
の
遊
合
性
へ
の
疑
阿

等
に
油
、
え
て
、

A

ハ
）
ひ
一
」
比
以
降
の
生
会
情
勢
の
説
化
三
市
教
的
恰
志
扇
動
川
ず
の
制
定
が
た
矢
な
役
割
を

市
礼
節
で
4
f
＋
叫
す
る
「
a

、つに、

栄
之

J

て
い
？
の
で
あ
る

げ
市
二
点
刷

ぷ
段
均
um川市
ι
扇
動
詳
の
削
d
H

l 

神
宮
済
界
と
ー
父
山
間
づ
る
仙
川
乃
友
則
規
杭

神
［
白
川
財
界
と
ー
父
針
す
る
J
K

現
明
新
と
し
て

P

イ
ポ
リ
ス
邸
内
刊
は
J

モ
J

・
ロ
！
の
以
で
あ

4
文
書
一
一
到
界
及
び
八
ム
』
加
速
惑
罪

（
吉
正
月
ロ
ピ
切
－
ム
戸
店
主
が
、
ま
た
人
判
的
憎
悪
の
扇
動
を
対
抗
ャ
一
泊
ノ
／
弘
法
律
と
し
て
は
ん
士
二
ー
の
公
共
杖
舟
山
一
で

5
f
p
n
t

1761 三iil'L3〕rn~ ；，戸市j 位（G1:1': 



k
f
J
戸
右
主
）
与
が
有
J
れ
い
レ
と
ド
7
Q
v

コ
モ
ン
・
口
ー
の
文
書
日
勤
評
に
つ
い
て
は
、
卜
泌

前
）
乃
よ
行
ご
？
h
J

フ

ー

L

r

t

i

j

L

／

と
日
世
ヨ
ヨ
紋
ん
討
を
批
ー
け
す
る
神
司
法
的
支
7
4
に
も
泊
印
さ
れ
て
い
た
。

L
か
し
、

一
ル
六
ヘ
）
年
代
の
終
わ
り
か
lh
、
京
ー
が
日
芳
j
j
ヤ
九
九

日
什
の
蛙
供
尽
王
子
一

を
日
以
内
す
る
傾
刊
を
付
与
7

ヲ
る
こ
y

と
、
暴
力
〆
一
公
民
の
い
批
秩
序
を
川
設
す
る
忠
一
川
こ
を
い
非
丹
氏
J

安
佐
？
と
す
る
よ
う
に
な
J

て
以
命
、
こ
の
却
で
＃
追

5
れ
る
こ
と
は
ほ
！
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
れ
て
U

ふい内〔リ
A
J泣
い
非
に
つ
い
っ
ぱ
八
ム

ん川
1
に
対
す
る
八
十
て
の
ザ
を
玄
！
咋
し
、
宍
川
川
体
へ
の
不
利
益
を
意
医
し
ん
八
十

C
の
「
坊
や
企

L
と
あ
る
と
さ
れ
、
大
変
広
い
射
析
を
ー
有

リ、 L
J兄て
.¥-. 1' 

犬、八。ト fν

円よ
てう

ゐ小思
オフ
;Ji. 

る
カマ

人
純
的
・
ボ
帖
礼
的
少
数
者
に
対

r
る
不
利
J

止
を
か
き
た
て
る
行
為
に
刈

1一
て
は
用
い
一
句
れ
て
い
な
い

九
八
ー

μ
ー
の
公
荒
川
秋
山
法
に
似
し
て
は
そ
の
第
一
一
ぷ
早
で
人
口
出
的
制
患
の
扇
動
を
と
ポ
け
し
て
お
り
、
本

土
？
に
、

は
の
保
業
対
象
と

3
れ↑

fvる
の
は
い
は
山
唱
の
色
、
人
極
、
回
紘
一
市
民
権
を
ん
や
む
〉
、
峰
山
民
的
民
践
的
山
山
身
に
よ
て
定
義
さ
れ
と

間
人
か
ら
成
る
集
凶
（
本
民
一
七
条
）
と
な

fJγ
、
い
る
そ
－
て
、
－
、
れ
ム
の
定
義
に
設
立
す
る
人
に
汁
）
r
k
h
J、
神
的
憎
古
を
泌
動
す

フボ教批判灯土円 d 主別乙〉詰JI L一ιf」J

る
こ
し
y
J
V
H
r

附
し
て
闘
嚇
的
な

1fv 

同一

一
）
帆
寸

（

A
7
月
E
2ミ
去
に

一
川
尚
一
い

ー〆
イ

吋
~ 
時

ロ
x 」
汁

五戸：兄
皇TJ土

芝町
民 ＂！＇

1：自、J
正3

イ3

プ丈

で
世
苧
ム

こ
の
よ
う
な
内
科
を
H
h
〉
同
ハ
象
化
さ
れ

｝＼ 
集

あ
る
い
は
、

そ
の
適
田
町
設
が
民
政
三
川
義
に

例
主
ク
ん
げ

を
正
μ

し
て
い
る
の
で
あ
る

的戸店い山す

ユ
ダ
ヤ
救

こ
の
と
め
、

コ
ャ
戸
、
？

の

一

｝
L
V

ン
？
ケ
投
徒
ぞ
＼
拡
張
さ
れ
い
r

、
い
る
の
に
対

L
f＼

キ
リ
ス
ト
及
川
川
や
イ
ス
ワ
ム
教
徒
、

じ
ン

X
V
M校
徒
は
述
応
対
象
と
は
な
ら

な
い
と
い
う
則
的
仕
述
市
が
な
予
れ
f
L

い
た

J

そ
こ
で
、
科
目
黒
罪
の
事

H
だ
け
で
な
く
、

つ
つ
年
以
冷
の
川
内
冒
狭
山
升
事
け
法
案
に
み
ら
れ
る
よ
、
）
に
、

機
能
f
N

リ
に
神
川
河
古
伊
罪

に
代
わ
る
刑
罰
と

L
C
宗
教
的
宿
古
川
波
却
の
杭
｛
疋
が
民
ぺ

AUQょ
、
つ
に
な
っ
し
川
っ
た
の
と
あ
る
に
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（
り
」

IL 

「

口

,,ii 

上
注
工
ん
よ
う
な
法
悼
の
三
別
的
な
し
辿
附
に
加
え
仁
、

↓ベパ〉

4
に
起
き
た
九

／ヘヨ

4
時
多
発
一
ノ
ロ
ヤ
コ
つ
れ
ペ
ト
「
1he

ゴ
桐

一y
口
の
影
響
い
を
そ
け
て
イ
ギ
イ
ノ
ス
事
内
で
一
氏
イ
ス
ブ
y
、
義
的
戸
明
主
が
山
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
議
会
に
提

出
と
れ
ど
フ
ロ
対
波
法
案
い
五
校
初
日
志
扇
動
計
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
し
か
し
読
ん
ー
と
の

に
起
き
た
ロ
ン
ド
ン

お
い
て
、
恥
ナ
－
L

一甘味ヘ

す
る
飢
の
ワ
ロ
川
刈
AK条
「
川
引
を
九
世
口
問
主
付
る
ー
と
川
、
つ
必
安
？
と
、

ヴ
ロ
対
策
と
宗
教
的
活
空
一
一
投
年
は
関
辿
が
な
い
と
の
M
町
内
か
レ
二
一
～

の
条
項
は
法
案
か
ら
剤
必

J

さ
yUJlL
い／。
c

こ
の
川
市
部
市
を
す
げ
て
、

kF27F与
問
ド
バ
同
町
に
よ
り
、

民一

dm却
引
以
前
世
主
日
仏
間
加
を
創
設
す
之
宗
教
犯
UI
法
案
が
貨
供
院
に
提
出
さ
れ
た
が
、
第
二
読
会
に
付
託
さ
れ
か
の
ち
前
防
安
口
会
い
技
法

九
ヘ
六
件
t
の
公
ャ
十
八
例
代
序
法
を
作
ノ
正
し

さ
れ
、

そ
一
、
で
一
一
官
決
掃
を
含
む
関
連
伝
宏
、
と
の
関
係
二

J

い

lrh
い

で
あ
と
？
と
し

τ特
別
委
員
会
が
川
成
立
さ
れ
る
こ
と

レ一
J
h

－小、人～

こ
の
よ
λ

に
イ
ギ
リ
ス
に
は
拘
戸
漬
平
J
t

／↓父
Y
M
t
る
y
ハ
攻
札
制
が
存
在
、
〕
て
は
い
た
も
の
の
、

パ
斗
ド
ビ
内
川
告
の
問
題
b

的
に
代
背
で
き
る
規
定
が
存
高
？
戸
、
お
J

ず
、
九

一J
入
国
一
同
時
多
発
午

υ
以
降
の
が
会
出
品
川

J

の
変
化
や
受
け
て
山
一
小
教
的
川
市
王
将
動

却
の
制
点
が
噴
く
よ
一
め
、
勺
れ
る
一
で
1

ノ
に
な
っ
た
r

そ
の
は
九

i

京
一
一
し
て
、
村
旨
情
』
？
の
廃

1

／
刀
款
的
出
川
市
山
田
動
芥
の
創
立
者
伸
一
討
す
る

れ
る
こ
と
y
な
円
た
の
で
あ
る
一

J

,, 

持
イ
日
r
h
J

〈
川
買
え
ご
丹
市
川
引
と
v

て
の
伎
の
民
間
川

以
1r

の付什
A

川
川
市
：
旬
、
叫
川
、
川
八
活
条
約
と
法
律
と
の
旭
ノ
ム
「
咋
一
が
審
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

九
比
八
作
干
の
へ
権
法
制
定
以

x
で
あ
る

〔〉ハ）一一
A
1

）山門円山扶肝仇い
h
h
p

い「
l

、

ン
ア
一
ノ
ン
ト
吃
び
ワ
ム

l
凡
ズ
に
お
け
ゐ
宗
教
犯
罪
に
関
す
る

員
会
（

r
r
E

円

2
E
H凶
M
1
2
2
H
H阿
佐
ぬ
5
5
C民
2
月
2
5
Rロ
己
日
丘
E
E
J
J
F
F
m）
」
が
誌
灯
、
い

J

れ
た

そ
》
一
で
心
、

の
荏
統
え
は
山
町

H
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0
7

一

及
ぴ
山
一
一
川
教
的
料
些
扇
動
却
の
剣
山
叫
が
字
削
官
一
フ
？
？
と
し
て
液
晶
さ
れ
て
い
る

J

こ
の
君
、
H
J
ハ
ム
古
の
耗
一
一
で
は
、
従
討
し
か
ら
ソ
一
一
崎
さ
れ
ぐ

き
ん
～
仲
J

口
演
罪
の
附
認
川
、
L
加
え
r

＼

れ
一
二
単
第
一
節
で
主
べ
た
よ
う
に
合
ず
は
欧
州
人
位
条
約
に
山
洲
叫
ん
け
し
な
い
し
芥
の
押
司
に
ふ
一
J

J

＼

村
ヨ
泣
い
A
に
E
る
必
沼
は
イ
ギ
リ
ス
軍
内
に
hv
い
ご
も
欧
州
へ
潅
裁
川
所
に
お
い

L
も
戊
功
〆
な
い
だ
ろ
、
っ

ど
い
る

J

本

祁
土
門
灯
柏
崎
で
は
、
へ
ん
持
条
約
九
条
で
保
障
す
る

信
教
の
白
雨
は
万
人
に
対
ld
で
保
障
さ
れ

L
い
る
に
も
カ
か
わ
ら
ず
、
日
υ
川千円ノ

J

1

c

 

と持

Le ¥Cl 
T i~＼ 
L、：＇.i1l
る【IIま

し万lj

rう的
L J迫
そ羽
のが

" q正
一〈

lt 
て

z 
" 
l~ 
Z話

半
て
の
恒
例
及
び
鮭
宗
教
者
じ
対
し
て
同
僚

え
き
で
占
め
る

2

刀
、
」

信
苔
＋
h
L〈
は
下
山
仰
の
対
象
の
ど
九
ら
ト
追
加
市
山
内
議
が
日
必
と
さ
れ
に
い
る
か
に
つ
い
て
Jh

ま
た
、
存
在
す
べ

F
r
Jめ
る
な
っ
ば
と
の
よ
う
な
形
怒
を
と
る
べ
点
、
ア
い

一
ノ
い
と
コ
ン
と
シ
サ
ス
ム
ケ
作
る
こ
と
が
ご
さ
な
い
。
勺
ん
と
述
べ
亡
し
る

討
し
に
き
た
わ
川
県
、

そ
の
よ
う
な
保
穫
が
有
力
一
ヲ
べ
き
か
、

そ
し
↑
＼
信
教
の
向
肝
に
け
す
る
円
開
設
の
あ
り
ん
は
読
ん
討
の

官J
十川市ド川
ρ

で
あ
る
よ
し
て

対
「
巳
演
r
k
山
干
の
什
山
手
会
υム
市
教
的
憎
古
川
勤
手
の
ぷ
設
l
y
一
い
つ
つ
の
山
紅
白
に
対
レ
亡
山
川
経
な
机
誌
を
不

フボ教批判灯土円 d 主別乙〉詰JI L一ιf」J

す
に
は
引
っ
な
か
っ
と
の
む
£
ノ
ー
一

政
M
川ば
Z
L判
い
い
の

を
踏
ま
史
人
人
ー
で
、
宗
教
的
情
士
RJ
動
小
叩
は
表
現
の
口
ー
グ
判
長
を
へ
，
J
h
h
v

欧
付
人
体
作
条
約
と
す
パ
L

↓
川
技
ご
あ
h

バ
、
｛
止
す
の
際
は
－
R
誕
の
口
出
に
羽
一
押
収
に
泌
す
る
こ
と
な
，
＼
刑
日
！
の
境
界
を
作
似
で
き
る
こ
の

仁
況
判
一
戸
の
県
草
を
作

J
 

↓
小
投
に
対
す
る
批
汁
こ
悦
ヨ
の
扇
動
と
い
う
犯
非
行
為
い
を
ヰ
引
す
る
こ
と
は
同
提
で
あ
る
与
に
返
答

L
た
上
で
、

六
ム
刊
の
公
共
代
早
川
刊
に
宗
教
り
月
以
目
立
川
刷
』
丸
山
引
を
託
、
え
？
匂
法
案
を
一
一
議
会
に
花
山

L
た
が
、

、
l

L

と
i

i

J

白－一一一
H

J

口
九
聞
の
司
自
の
河
川
川
か
h
異
人
閣
の
余
地
の
あ
る

条
一
刀
引
を
ヘ
パ
ん
で
い
た
と
め
、

の
牛
円
以
小
を
、
つ
け
t
取
り
一
、
け
ら
九
て
い
る

「
J

（いん川白川ーの

jdj 

罪
おじ
｛ 

か
目

と

しし
た か

Jケ
汁7宗
1当事（
悪 円
以強
ヲ~，，，
は 1，，ゴ
斗ゑ
度罪
1t 0) 

il'1 号1:

ヂど

γ
ニ
ア
工
ス
ト
に
掲
げ
し
い
た
労
働
立
が
選
挙
ご
山
怖
が
い
し
た
た
め
に

さ
れ
議
会
を
辺
直

L
G
F

る
こ
レ
ぐ
レ
〆
一
な
d

七
じ
そ
l
J
F
L
9

つ
つ
六
々
ー
の
人
極
的
日
比
び
宗
教
的
憎
悪
法
へ
同

R
E
E
L
問
巳
出
5
5
ロ
E
E

以
下
、
山
教
約
惜
恋
伐
と
い
う
〈
）
が
一

C
C
六
注

月
一
六
日
に
女
に
玖
可
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
前
憎
忍

ト
J
F
Aリ
円

N
C｛）出

ーアパ八

阪人1L吊JG2 (S 111 ', 17G7 2υI:¥. 3 j 



,,ii 

一日
u

到
川
井
は

カ
ヘ
ハ
午
の
ハ
小
山
口
ハ
技
中
止
約
九

A
部
に
追
加
さ
れ
る
こ
こ
〆
な
う
た
の
で
あ
る
c

ゴ
桐

A

紋
的
所
一
y
扇人部出サ

一
市
川
町
れ
ね
明
…
忌
法
ご
は
、

「
宗
段
内
市
川
む

九
A
条
）
と
定
義
し
、
州
市
人
の
仲
f

店
内
一
J

総
人
口
rJ
見
市
き
し
て
い
な
い
渇
人
仁
左
除
き
、
公
的
吃
び

会
を
い
什
つ
九
々
u

札
口
付
た
な

7
E
Z
4〔
ご
を
、
一
ホ
同
礼
的
信
条

い
へ
々
の
保
出
に
制
す
る
情
壁
、

私
的
な
場
一
明
一
二
九
日
条

』

こ
と
を
意
凶
し
て
、
威
嚇
的
な
一
一
口
業
一
γ
掠
Q
舞
い
争
中
刑
い
る
こ
ど
、

へ
C

又

ι威
嚇
FJプ
Q

兵
一
作
羽
化
さ
れ
た
安
打
川
牧
（

2
5
3
E巳
2
5
r
i
f
q」
戻
一
以
ヲ
る
こ
と
〆

7
一

い
る
な
お
こ
の
長
取
に
関
し
に
政
引
は
当
初
、
一
威
嚇
的
な

（F
E巳
25η
）
」
と
し
ニ
ー
文
ず
だ
り
て
な
く
、

九
日
条
（
l
二
を
犯
罪
の
成
古
山
百
件
と
1
一一仁

L
↓
八
！
ハ
午
l

のヘム

れ
る
人
科
的
憎

t
扇
動
罪
と
同
様
の

S
P
E
d－Z

あ
る
い
は
一
悔
亨
的
な

Jhvん
ロ
を
へ
れ
、
い
と
が
、
貴
広
院
に
お
け
る
修
十
に
よ
J

て
威
嚇
的
な
」
と
い
っ
丈
一
E

の
み
が
採
同
さ
れ
て
い
る
そ
、
ご
＼

fJ

L

と
い
っ

追
か
行
、
つ
た
め
に
は

μ
袴
長
官
（
〉
芸
、
コ
戸
2
A

よ
ぺ
？
信
元
y

さ
れ
た
地
ム
円
は
ふ
同
じ
A
1
の

の
引
に
川
が
川
り

Y4て
と
さ
れ
（
一
一
九

L
条
（
一
一
〉
、
陪
一
替
を
作
、
っ
一
式
起
訴
に

陪
守
討
に
1
7
つ
な
い
市

又
は
ご
の

拝
礼
決
の
場
ん
は
は
最
す
バ
六
ι

月
の
川
H

門
「
河
川
止
は
罰
金
、
及
、
レ
そ
の
一
づ
ん
が
併
科
さ
れ
セ
〕
L

T

こ
な
）
仁
い
Z
M

え
〕
、
表
訟
の
込
山
間
と
の
認
韮
を
川
内
ふ
た
め
一
ド

し

d
L
、

j

i
三

J

エ
コ
コ

ー

／

し
さ
み
常
日
し
ぶ
い
て
、
舵
刊
で
の
宗
教
ゃ
い
全
、
告
的
体
号
、
小
学
一
ド
対
す
る
、

又
は
反
応
、
情
豆
、
明
定
、
侮
平
iJLγ

長
引
ず
る
こ
と
を
禁
け
し
、

－M
マ
引

c

λ
は
ω川町七

Jiる
と
い
っ
た
効
果
を
ヮ
、
ス
ふ
も
の
で
は
な
川
と
規
正
し

そ
も
そ
も
こ
の
法
奈
は
入
神
均
一
憎
巾
品
目
劫
罪
を
宗
教
崎
一
憎
忠
凶
劫
平
滑
に
拡
張
す
る
だ
り
で
あ
っ
た
も
の
寺
、

際
に
ノ
ス
ラ
ム
紋
指
導
者
と
ノ
ス
ラ
ム
紋
災
を
守
る
汀
的
で
の
町
内
の
拡
張
を
労
働
党
岐
慌
が
約
点
し
た
結
束
の
も
の
で
あ
り
、
一
決
、
7
時

わ
っ
一
八
九
牛
内
所
サ
小

Jm
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に
は
、
当
時
の
内
治
十
八
百
が
ど
技
法
案
手
指
却
す
る
山
方
政
党
に
比
江
川
氏
す
る
よ
も
つ
イ
ス
ラ
ム

A
U
 

－

－

f

t

一

）

t

一

に
川
町
ひ
カ
け
を
ノ

ιぐ
ご
V
る

ま

J

人
、
仲
J

口
？
？
却
が
2

小
敦
信
条

T
で
の
実
践
を
保
護
の
対
議
こ
二
、
い
た
の
い
対
1
1
ムア
J
A
は
非
ぷ
札
芸
～
よ
己
も
」
小
針
r
h
4ナ
ノ
の
保
護
を
い
口

崎
、
亡
〆
て
い
る
d

う
に
、
保
判
長
巨
内
の
大
き
な
松
地
J

が
E
h
れ
仁
い
る
っ
こ
れ
り
の
符
鮮
か
、
旬
、
本
法
は
イ
ス
フ
ム

7
1
r
ト
ア
ア
ー
ス

ラ
ム
鎌
内
Hr
い
い
ヲ
切
迫
し
た
社
会
判
記
仁
川
山
す
る
た
め
、
／
J

ギ
1

ス
出
川
均
と
改
札
盟
企
片
山

L
仁
い
る
イ
ス
ワ
ム
教
伝
を
な
だ
め
る

q
I
 

目
的
戸
J

リ
一
議
さ
れ
と
と
の
見
方
も
あ
る

J

こ
の
法
律
に
対
し
て
円
以
丘
町
な
白
渇
か
ら
は
、
日
日
平
の
氏
げ
川
久
対
と

L
て
示
品
川
品
川
町
唱
現
を
一
明

動
L
G
F

る
ー
と
い
う

を
ポ
し
た
一
」
と
と
、
実
質
9

じ
な
表
現
の
円
同
の
口
子
市
を
規
定
1
て
い
る
九
j
条
を
」
設
け
た
こ
と
に
」
っ
て
、

dm却
引
以
前
世
主
日
仏
間
加
に

t
ワ

E
一
日
出
さ
し
れ
れ
ゐ
見
込
み
が
ほ
ん
の
わ
い
工
か
に
な
っ
七
と
い

メじ

J

川
憎
古
川
到
果
的
財
思
J

カ
狭
め
ら
れ
た
ご
と
を
評
的
1
9
る
も
の
が
あ
る

h
H
炭
院
で
の
格
正
に
」
っ
て
d

小川絞

信
方
、
ー
で
し
た
秩
「
i

に
関
す
ぷ
制
定
什
Miri必
存
立
し

フボ教批判灯土円 d 主別乙〉詰JI L一ιf」J

て
L
る
こ
と
か
ら
、
こ
札
以
ヒ
の
は
制
は
不
尖
で
あ
け
、
間
以
法
一
一
口
訟
の
山
山
に
村
午
、
k
n

円、
f
の
木
馬
の
よ
う
な
役
割
を
来
た
ん
－
て

二
日
）

い
る
と
の
捌
判
？
、
た
と
え
f

ア
九
と
な
る
可

lr性
が
ほ
と
ん
？
／
川
い
と
し
と
も
、

4
一
E
 

5
r
J
、

J7μ
に
関
す
る
批
問
b
h
r

抑
ハ
す
る
1
f

い
う
批
判
げ
が
あ
ノ
引
c

V
ハ
ノ
脅
戒
は
門
家
十
出
版

r
有
を
L

宇
治

宗
教
的
憎
公
民
助
手
が
泊
印
さ
れ
た
打
倒
は
み
つ
れ
な
い
状
耐
に
あ
る
c

VE
つに、

京
界
が
剖
剛
山
一
は
さ
れ
る
以

現
北
ま
で
の
三
こ
ろ
、

前
九
札

米
寸
司
時
々
タ
光
一
ア
口
白
後
に
、

イ
ス
フ
ム
教
徒
の
排
斥
を
括
っ
た
ボ
ス
タ
v

を
掲
示
し
た
こ
と
が
却
に
附
わ
れ
白
罪
と

千

怯

え

官

「

FE亡
、

υ己
涌
（
己
主
宍
vz
乙
を
引

中」
J
川
事
川
で
は
泣
ふ

な
叶
た

Z
C門戸、
2
x
一

r
i

、い
λω

き
起
こ
し
そ
う
な
吠
恥

小
伯
尚

十
点
引
叫
乙
守
山
川
却
す
む
レ
ノ
八
九
午
の
公
共
秩
不
法

侮
出

第
五
条
が
古
川
柑
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
威
跡
的
j
h
現
」
限
定
三
れ
る
z

小
救
的
宣
生
τ
一
一
長
叫
ぶ
に
恭
一
つ
く
訴
追
は
今
後
も
い
ん
h
v
れ
な
い
の

で
は
士
い
か
レ
〈
打
察
さ
れ
る
c
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お

,,ii 

上
市
中
コ
よ
バ
一
た
よ
一
ノ
に
、
イ
ギ
）
ス

4
均
一
に
は
神
胃
泣
い
非
て
父
錯
す
る
も
の
〆
「
r

て
コ
一
て
ン
・
口
？
！
の
t

凡
さ
一
一
対
界
位
ぴ
公
的
迷

ゴ
桐

ぷ
以
内
1

秘
主
渋
！
の
人
種
持
活
ロ
パ
刷
一
一
罪
が
山
い
い
す
比

L
、
い
た
が

神
目
黒
、
罪
の
得
能
的
代
衿
物
〆
〆
こ
は
い
ず
れ
も
問
題
以
を
そ
れ
い

L
C

i

、、
o

t
一

フ

一

｝

↓

し

／

、

レ

l

↓ノ

米
国
何
時
多
発
一
フ
円
以
後
カ
イ
ス
一
フ
ム
フ

T

ピ
ア
の
架
刻
化
に
よ
一
つ
一
人
ボ
約
九
を
謹
山
間
と
し
た
出
司
表
明

の
川
川
町
引
が
必
山
々
と
さ
れ
る
状
討
が
あ
一

2

た
、
一
と
も

神
田
円
山
例
以
上
／
一
は
規
申

U
的
Mr
誌
な
り

か
／~ 

μι
去
を
符
定
の
J

市
教
に
川
町
’
て

1一な

い
示
教
川
一
市
恐
院
に
剖
一
叫
す
の
創
設
に
影
却
し
と
と
田
山
わ
れ
る
η

u
r
日
高
岡
市
ん
の
存
悦
と
レ
f
J
b
に
宗
教
的
細
川
主
扇
動
罪
の
臼
品
川
い
似
し
ご
検
討
し
ν

七
汽
u
d
u
M
の
特
配
長
員
会
心
報
貯
を
踏
ま
え
、
さ
ら
い

貴
族
民
で
の
依
り
ん
と
妊
て
山
市
彰
川
山
僧
E
1
4
助
手
は
削
設
さ
れ
た
コ

本
罪
は
宗
教
の
い
苦
し
号
神
ゐ
汗
を
仮
設
一
ヌ
る
も
の
で
ふ
り
ゐ
と
同
時

ド
、
木
町
一
引
の
山
h

由
条
尻
L
U
r

山
巴
L
た

l
で
本
い
H
J
の
、
泡
用
条
引
が
「
威
嚇
的

支
日
引
に
限
定
叱
し
訴
追
見
込
み
戸
八
一
減
ら
す
～
工
一
じ
よ
〆
二
L

友

明
引
の
行
山
間
に
J

心
配
山
田
川
工
J

も
の
と
な
っ
れ

v
f
F
1

一
守
較
的
憎

t
日
助
罪
は
ゆ
官
泊
一
辺
で
凶
也
と
さ
一
出
、
い
た
小

F
等
札
い
を
解
消

ν

ー
は
い
る
も
の
の
、
ヂ川

M
P人
な
÷
子
山
刊
は
品
削
を
設
け
て
い
る
こ
こ
に
は
交
わ
ら
ず
、

の
日
よ
り
尊
重
と
い
う
河
上
ー
か
ら
は
批
判
キ
免
れ

な
い
も
の
こ
な
っ
て
い
る

λ
午

前

削

川
仰
ヨ
渋
川
庁
内
出
汁

l 

7V3出
℃
門
口
元

2
事
目

f

山
川
出
で
赤
、
へ
L
h

一

7

r

亡
、
／
・
口
ム
の
件
い
白
石
膚
売
は
つ
一
ハ
一
八
年
の
刑

F
可
法
吃
び

六

Jへk
T
ハ
年
の
？
川
教
が
町
ι
u
E
扇
針
山
非

M
J心
の
後
、

移
－
九
法
に
よ
っ
て
以
」

H
さ
れ
る
こ
と
レ
k

な
コ
た
、
こ
の
間
続
け
ι
況
だ
が
な
さ
れ
る
決
－
止
打
と
な
っ
と
の
が
い
わ
ゆ
る
’
F
2可

（

出

一

一

泊

件
の
！
？
室
主
正
民
主
ー
で
恒
部
自
政
裁
判
所
判
決
だ
と
い
わ
れ
に
い
る
乙
こ
の
事
汀
伝
、

r、
、J
（ 

~ 

ベ

九

ノ

号、カムペ

C
C六
ノ
4
ー
に
か
げ
て
錐
ム
ピ
千
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7ν
ピ
て
｜
演
・
収
送
手
れ
わ
ト
下
ク
～
ン
ヨ
7

形
式
の
い
梓
F

守
れ
」
ミ
吋
〈

2
5
z
mミ
テ
乃

の
お
二
『
常
に
お
い

1

お
む
つ
キ
し

J

人
ふ
）
ス
ト
宇
一
五
世
一
症
例
阿
山
が
あ
る
よ
う
に
袷
さ
、
神
を
ま
詑
で
は
な
く
粘
神
：
中
」
竹
内
か

ー
〆
一
、
一
泊
〈
、
等
、
ミ
）
ス
ト
ヤ
神

む
γ
E
4
清
ず
る
シ
ー
ン
が
あ
っ
ナ

F

ゐ
ヤ
と
に
起
判
じ
て
い
ゐ
。
L
K

ペソ

λ
卜
投
凶
休

2
5
5
s
r
J
Nハd
凶
作
勺
の
ナ
シ
ョ
サ
ル
デ

J
i
ヶ
ャ
ー
で
あ

）？ 

の

（
UEVM】
は
、
こ
れ
ら
の
持
ム
ソ
需
私
が
神
山
円
渋
川
力
「
設
当
す
る
と
し
て
私
人
訴
国
一
μ
を
行
い
、
中
」
該
舞
台
及
ひ
芯
山
市
mw

7 
~イ
外レ
土日 ク
〉じ均タ
が l
あら
るに

対
、る

tゴ
日員

iに
布

久

事
Lド
百青

マLヲ

ノコ

九
六
八
4
1
の
劇
場
決
（

Y
P
E
E
d〉
三
回
中
三
一

必
仲
間
百
川
正
に
あ
れ
一
る
と
の
一
出
の

r
E
t
訂
正
一
引
が
な
い
こ
と
、

L
7

師
団
山
と
し
亡
山
叩
誌
は
宋
刈

さ
れ
た
c

こ
の
た
め
、
。

2
3
が
こ
の
処
一
む
に
刻
す
る
可
次
審
告
を
求
め
た
の
が
木
下
件
で
あ
る
）
守
内
情
寸
法
院
の

裁
判
JhhZH

＼ょの
p
l
J
に
っ
し
て

1
1
ハ
八
年
の
側
同
例
法
条
回
一
目
は
罪
台
前
例
的
行
為
己
あ
っ
ア
＼

わ
い
せ
つ
下
品
ハ
f

寸
を
以
の
本
営
一
と
す
と

コ
モ
／
口
；
！
の
併
に
該
ヨ
ナ
る
も
の
に
つ
い
て
ほ
一
日
目
さ
れ
な
い
と
規
定
じ
て
お
じ
、

勺
レ
ピ
奇
知
刊
に
一
ノ
い
ご
は
ん
九

O
P
の

フボ教批判灯土円 d 主別乙〉詰JI L一ιf」J

γえ
γ

一ハ
h

b
、
仁

〉
2
一川ヤ｛
vえ
）
｝
が
甲
危
同
叶
々

一州、

九
の
八
段
落
ト
あ
る
た
め
、
〈
宮
内
ご
に
ふ
リ
〆
叫
訴
追
は
一

の
除
外
対
乏
に
一
三
て
認
め

一
九
六
八
年
の
劇
場
以

争
、
回
府
、
ど
い
内
容
の
除
外
司
｛
ん
が

し

J

〉
主
六
日

i
l川

L
rぃ

U
Tリ一

r
ィー；
l
p

し

、

ー

＼

）

ノ
ノ
／
ル
H
J
U

ら
れ
ヘ
ゆ
い
♂
）
す
る
治
安
判
事
の
判
断
は
式
当
一
一
ピ
あ
る
と
訳
心
し
て
い
る
に
ま
た
、
引
の
戸
に
つ
い
て
は
、

ttzrv］

55RV
〆

T
5
3
2
事

ω円

μ
什
乃
由
民
族
税
引
LA
で
一
示
さ
れ
た
神

Hr亘
書
売
の
成
す
要
件
に
M
h
b
J人
J

ぅ、え
C
、
全
体
て

Jて
の
川
、
剥
は
t

j
ス
ト
敦
信
仰
古

L
く
は
当

j
ス
卜
教
徒
が
仲
宝
〆
「
二
、
い
る
対
象
を
だ
河
バ
バ
に

た
と
合
却
的
に
苦
ご
え
7

ヨ
ア
〆
）
は
で
き
ず
、
当
該
演
劇
は
↓
↓
介
迂
く
ロ
ン
ド

二
円
、
ド
ア
要
な
剥
場
一
じ
よ
出
丸
一
れ
て
い
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
H
U
会
少
一
泊
も
一
、
「
中
氏
不
利
会
引
き
起
こ
す
一
と
い
v

と
僚
候
が
な
い

神
白
声
明
以
内

U
の
汗
門
叶
が
な
い
と
の
，
旧
公
判
事
の
刊
断
い
つ
い

L
も
主
当
で
あ
る
と
認
d

ん
し
、
T

制
求
L
T
来

F

一
と
些
寸
の
却
問
に
上
り

州
d
y
？
レ
一
仁
、
ァ
匂
C

；

I
1
2
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（
り
」

州
円
ヨ

umMパ
の
附

,,ii 

二
ひ
つ
じ
P1

古
川
五
日
に
C

戸
れ
た

γ門
コ
唱
団
司
コ
Z
間
ミ
士
件
円
高
等
性
、
法
女
丑
山
一
れ
立
法
凡
所
付
次
に
よ

J

亡
、
川
門
司
令
慣
罪

ε

ゴ
桐

は
州
自
制
や
午
ノ
レ
ピ
益
和
L
U
T

規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
『
」
と
が
切
ら
か

ι必
ぺ

允

J
こ
れ
に
対
勺
る
ニ
副
会
の
対
応
は
で
＼

ん
J

f

J

ハL

｝＼ 
ij→ 

節
、
の
よ
う
い
？

5
2
2
3
議
員
ド
t
J
J
E
一

）
神
白
夜
山
引
の
成
立
要
仕
や
射
担
れ
が
xパ

〕

υ
h
J
い
い
干
、
、
た
ど

f
M市
二
店
？
川
市

りゴ吟
J

あ
る
こ
と

神
百
戸
例
年
は
表
山
川
の
山
山
を
浅
肯
オ

Q
T
3
れ
が
あ
る
こ
L
1
1

つ
一
）
内
何
倍
以
が
差
別
的
に
出

一
て
の
わ
γ
一

川
さ
れ
む
こ
レ
＼

与
を
理
山
に
神
日
一
一
昌
三
手
は
も
は
キ
正
列
化
「
さ
な
い
と
し
ζ
、

。f
J

八件
t
の
刊
山
幸
司
法

神
田
目
前
日
以
の
r
t
J
H
条一閉
vzy

川
引

及
び
移
九
法
に
拝
入
一
9

ふ
こ
と
が
凝
血
女
芦
れ
ん
＝
弐
一
三

J

い
政
府
が
L
古
代
院
｝
捻
山
し
ん
」
改
医
提
案
で
は
、

ι
w
H治
叩
ー
が
陪
ノ
Jr
状
態
「

9
 

あ
っ
た
こ
と
、
宗
教
的
僧
恋
時
助
手
を
は
じ
め
と
L

9

司
令
宗
教
L
Y

恒
久
ふ
を
恨
純
と
す
る
制
｛
し
ほ
が
引
に
F

汀
件
し
、

も
は
や
い
円
U
口
一
直
子
は
不

更
で
あ
る
p
l
y

干
さ
理
山
と

J

て
い
た
っ
こ
の
結
来
、
同
年
五
月
一
八
日
に
胤
守
｛
二
一

ひ
っ
八
J

の
刑
事
同
記
及
び
移
民
法
に
よ
っ
て
、

神
戸
円
以
お
は
応
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
神
宮
減
努
廃
い
の
お
絞
の
究
僚
と
な
〉
だ
の
は
、
枠
白
や
午
〆
ピ
香
組
γ

て
ほ
神
医
泣
山
す
か
法
一
で
う
る
な
い
と
の

」

2
3
m
I
5
2間
三
市
件
付
判
決
で
あ
っ
三

そ
の
肯
景
に
は
宗
教
的
憎
思
扇
動
myを
与
む
同
連
法
制
の
充
実
や
長
年
に
円
い
け
な
さ
れ
ぐ

き
ん
～
仲
J

口
演
罪
の
M
忙

1H
に四川
J
ヲ
る
議
九
市
い
か
あ
コ
ナ
た
め
L
述
や
か
な
花
止
＼
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

高川
H
i
H

6
d
H
 
ぷ
段
均
um川市
ι
扇
動
詳
の
削
d
H
Y
一
村
山
討
宣
伝

T
2
U
R
H宇

土
中
止
し
て
き
た
よ
う
に
、

ノ

f
づ
ス
に
お
け
る
持
H
H
出
足
乃
花
止
及
び
宗
教
的
宿
悪
岡
武
平
の
制
定
二
関
す
る

詰
帽
し

'"' 

亡
は
一
及
川
人
権
条
約
の
匡
内
法
化
F
九

一
択
民
同
村
多
発
一
「
ノ
円
以
浮
の
／
ス
ラ
ム
ブ
ァ
ピ
ア
の
村
会
問
題
化
カ
そ
の
函
県
、
な
い
丸

表
し
そ
ハ
土

J

と
い
る
こ
と
が
う
か

メ

'・" 

九
九
八
年
の
人
住
法
杭
定
以
前
に
お
い
て
は
、
社
い
日
附
浅
野
の
凶
守
一
安
件
や
罰
引
の
以
が
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h
i
明
確
て
あ
ム
ω
か
こ
う
か
、

同
生
す
る
制
定
法
、
庁
什
仰
し
て
い
の
こ
と
？
か
、
｛
っ
村
胃
液
ぷ
バ
J

必
更
で
あ
る
し
か
〆
、
う
か
が
一
一
間
前
の
山
心
で

。
事
件
に
お
い
て
コ
ザ
ン
・

ーめ
1

L「
J』

勺

ま
介
、
神
芹
向
山
山
亦
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
山
洲
叫
ん
門
性
に
河
L
亡

ヤ
人
制
川
、
ι

主
主
1
2

E
A
j
J
T
q
↓れ

w

j

内
：

円

1
1ヒ
の
伸
ヨ
波
野
は
欧
州
人
潅
条
約
に
主
一
氏
し
な
い
と
の

ご
い
れ
ん
し
う
〕

九
十
六
へ
司
丹
人
権
J
い
が
制
定
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
欣
州
人
持
条
約
が
町
内
司
法
化
し
、
ー
斗
ソ
ス
の
裁
判
所
は
以
州
人
ほ
条
約
L

国
有
寸
法
と
を
泡
九
戸
内
い
悦
釈
し
な
け
れ
は

な
ら
な
く
な
っ
た
結
果
、

神
白
声
明
以
内
花
止
に
閉
す
る
一
歳
ぷ
ド
お
い

人
格
条
約
及
び
欧
州
へ
格
及
川
一
出
の
刊
況
が
倹
討
さ
れ

る
よ
つ
に
な
り
司
君
E
m
H
O
J～
巾
卓
司
で
は
争
点
と
な
ら
な
カ
J
J，l
一
件
目
演
以
の
之
別
的
な
叫
刷
等
が
入
住
条
約
レ
〈
尚
一
合
し
な
い
の
で
は

な
い
か
と
し
て

mh一
伺
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ご
あ
／
て
さ
ら
に
思
案
と
な
う
と
い
る
J

ス
ラ
ム
J

人
ピ
T

H

跨
［
て
、
町
民
い
ノ
ゴ
什

J

？
と
人
陪
前
川
市
一
山
口
明
動
ω
t
M
4
ダ
い
布
教

γン
1
ク
数
ー
と
い
J

た

却
の
主
投
ふ
対
象
？
と
［
ど
も
の
に
し
か
迫
用
さ
れ
ず
、

J

ス－

7
4数

ペ
み
は
川
町
議
汁
象
と
さ
札
て
い
な
L
と
い
も
つ
同
窓
ム
も
長
ru制
さ
れ
て
い
た

3

こ

て
、
一
、
札
ム
の
問
題
を
是
正
1

、
か
っ
茨
誌
の

フボ教批判灯土円 d 主別乙〉詰JI L一ιf」J

tk出？と－
R
7ー
す
る
よ
う
E

立
私
的
憎

tω
助
出
、
川
制
定
さ
れ
た

J

神
戸
戸
別
詐
は
廃
叫

3
れ
た
の
で
あ
る

の
峠
市
川
γ

末
、

J

一
山
教
的
地
川
帯
主
動
ー
苛
の
古
川
ザ
ム
ば
太
訟
の
二
甲
山
（
4）

で
も
店
、
へ
た
日
て
つ
に
、
五
際
の
訴
近
の
見
込
υ
小
が
は
沈
な
く
、
イ
ス
ラ
ム

へ
の
慰
め
♂
）
い
う
政
治
的
ロ
味
し
か
な
い
〆
さ
れ
と
い
る
し
か
し
、

イ
ス
ツ
ム
7
f
h
L
7
こ
い
う
凶
右
J

し
た
状
J

山
下
で
も
、

冬
山
と
い
、
っ
－
天
羽
の
什
H
H

斗
条
尽
を
培
J

人
六
本
国
子
が
泊
印
さ
れ
る
衣
引
を
「
波
wm
的
な
も
阿
仁
浪
定

L
た
こ
と
は
、
三
別
今
一
足
け
す
る

目
的
戸
、
、
表
税
規
制
が
設
け
ら
れ
た
と
〕
て
も
P
K
J、
限
式
現
の
台
市
問
を
尊
重
し
れ
ん
も
の
し
一
考
え
ら
れ
、

こ
の
川
で
、
友
利
川
の
汁
山
と
別

付
ボ

ι1

J

た
規
（
が
い
し
て
荷
主
出
に
一
司
併
で
九
一
る
の
一
じ
は
な
い
ど
ろ
う
か
u

び〉

、コj
わ
り
に

我
が
匡
に
は
、

川
卓
法
分
誌
に
お
い
一
よ
ぶ
ね
を
胃
泣
す
る
l
札
川
デ
正
直
長
処
罰
す
る
規
定
は
存
立
し
な
い
v

こ
の
た
め
、
お
教
を
胃
液

f L 
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H
V

一一

す
る
京
司
引
が
ゆ
〕
の
J
、
設
を
侵
害
し
山
川
罰
抜
一
庁
に
抵
触
L
た
場
合
に
は
と
め
て
訴
去
さ
れ
る
こ
ζ

に
な
る
｝
し
か
し
、
現
在
ま
て
示
紋
を

↓
ュ
居

J
3
G

－
t
k
羽
に
対
LILA丈
際
一
」
川
罰
い
か
旭
時
さ
れ

γー事
J

千
は
あ
ま
り
兄
ら
れ
な
い
、
川
比
亨
法
分
仙
川
に
お
い
て
は
、

P

市
教
ー
の
人
吟
持

ゴ
桐

む
γ

但
凶
中
一
戸
れ
た
と
し
と
け
さ
す
山
償
請
求
訴
一
JKM提
起
さ
れ
こ
い
る
が
、
「
圭
慌
の
科
会
j

一九
J

異
に
よ
る
慰
謝
料
請
ぷ
レ
ヘ
阪
訴
訟
詑
ホ
守

山町

汁
決
に
お
い
し
は
、
宗
川
町
刊
川
川
体
や
一
ホ
救
拍
拝
者
の
名
誉
が
波
揖
5
れ
た
と
し
ζ
も
、
冠
佑
の
一
ボ
教
土
の
人
悼
権
（
日
り
が
帰
依
す
る

ー
市
教
団
体
μ
%
が
そ
の
伝
灯
の
対
象
た
も
す
ー
本
古
川
を
、
イ
き

1
5た
Jtu巾
阪
の
一
円
札
耐
い
よ
り
一
向
つ
け
ら
れ
て
心
の
静
也
を
乱
さ
れ
る
一
～

と
の
な
い
利
益

は
緩
い
止
し
た
権
利
と
は
い
え
ず

〉

f
L
y
：

そ
江
ノ
イ
ノ
ル
カ

公
序
良
俗
に
川
崎
す

点
現
行
為
者
に

が
あ

η
、

る
と
い
え
る
場
ん
を
除
一
さ
波
法
と
す
る
戸
い
と
は
で
き
ず
不
法
行
為
は
い
凶
げ
し
な
い
」
と
し
た
一
で
、
宗
紋

H
昨
年
寸
が
口
約
弘
済
を
求
め

れ
ば
よ
く
、
そ
の
僚
の
は
同
f
吋
J

m

h

よ
、
て
軒
高
の
一
精
神
的
被
害
ャ
精
神
前
十
日
出
も
慰
謝
さ
れ

τ相
当
時
吹
は
仮
5
れ
る
」
と
判
断

して
L
J
J

コ写 と己

言北 部
＂ぬ ゴ人

·~ i:.Y.マ
;; I古
vご 0)

f呆
るcc;,l(i 

υ ら

~·、

」~ i3 

かむ
、教

i' oJ 

ま人
で惜
しコ 権
最 lご
売っ
{i¥ ＇ミ
刊
明］cc
反学
び説

一..下手

（土

私
出
J
の
｝
町
的
決
済
を
保
山
相
さ
れ
た
は
利
ご
い
〕
刊
託
ト
ど

ν

L
お

こ

λ
川
、
片
山
的
技
／
ヂ
f
A〆
け
ら
れ
る
権
利
子
ぶ
、

呼

4
1る
に
は
い
九
ー
っ
て
お
り
ず
、

フ一一

し
た
が
っ
て
宗
教
的
人
治
権
は
栽
な
的
に
長
堤
の
日
山
の
制
約
刷
、
山
間
ど
は
な
ら
土
い
と
さ
れ
て
い

也
方
、
表
担
げ
の
叶
山
と
い
、
っ
仙
位
に
問
1
d
f
L
N
P

〉
、
最
品
抗
判
所
は
民
4
平
義
社
会
い
お
け
る
そ
丹
藍
説
甘
や

つ
つ
も
、
「
表

現
で
あ
れ
ば
μ

ん
な
ち
の
で
も
ι昨
日
理
さ
わ
、
つ
る
と
い
う
組
対
ね
保
険
を
ヘ
円
｛
一
点
し
て
お
h
、
た
と
え
表
旧
制
の
口
山
レ
一
い
え
？
と
b
、
山
し

に
比

L
C絶
対
的
な
慌
法
的
地
引
γ
ー
を
山
め
て
い
る
と
は
呪
一
t
u
L
C
い
な
ピ

現
↑
関
す
る
数
少
な
い
阿
山
門
店
川
内
円
で
あ
る
内
与
疋
辛
も
、

l 

1也

と
に
留
意
ヲ
ァ
Q
E市
双
山
カ
あ
る

f

付
日
ロ
滅
的
支

例
外
的
に
当
該
表
現
が

こ
と
去
ら
に
示
校
告
の

つ

げ

λ2

こ
と
を
円
前
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
、
付
、
び
一
宗
教
者
を
凶
わ
れ
の
紘
衆
礼
2
H
U

に
お
い
て
な
さ
れ
た
場
ム
」
に
れ
か
域
の
白
雨
が
抗
f
わ

三iiI 'I. 3〕1771 rn~ ；，戸市j 位（G l•''i 



ベ一」れ入／
P
Q

♂了
υ
て
い
る

三
九
一
円
、
土
、

J

i

j

－
f
v
 

も

L
仮
に
イ
キ
1
ノ
ス
の
神
ヨ

dpu刀
や
宗
教
的
悩

Z
U
3
nパ
の
よ
う
ヰ
も
の
の
測
定
が
反
論
さ
れ
る
状
況
が
誌
が

4
じ
け

じ
に
場
合
、

じ
十
中
川
中
間
J

べ
内
に
ぶ
い
て
は
ど
う
解
す
て
、
去
と
あ
ろ
う
か
っ
憲
法

差
別
州
J

止
の
州

四
条
は
J
い
の
ド
の
し
T
Z
J奇
想
定
し
、

バ

Jτ山
間
内
小
に
信
条

を
岡
山
げ
て
い
る
」
の
志
法
当
条
に
ぶ
つ
く
で
等
の
あ
り
方
に
刈

L
L
、
ボ
敦
と
い
ト
ノ
観
点
か
ら
与
え
た

H
匂ム仁けい
l
t
り
う
る
方
涼
と
し
し
は
、
大
城

L
亡
、
ヘ
心

F

止
球
的
行
為
に
刈

L
C務
部
的
い
介
入
し
て
い
く
と
い
う
方
策
と
、

A
fゼ
代
背
し
何
も
し
な
ハ
と
川
、
7

川
込
山
が
あ
7
Q
と
川
出
わ
れ
ノ
竺
し
か
し
な
が
ら
、
州
刊
を
以
て
一
宗
敦
一
レ
し
す
る
か
ヰ
寸
定
判
つ
げ
が
田
川

雑
で
あ
り
、
保
議
さ
れ
る
宗
教
と
保
視
一
c
れ
な
し
宗
教
と
い
う
法
送
制
の
主
引
が
生
じ
る
こ
と
～
ょ
う
亡
、

か
え
、
て
憲
法

に
反
す
る
と
｝
t
n
J
M判
来
カ
バ
ォ
ー
L
つる…

と
の
山
教
に
け
し
て
も
川
一
本
が
干
等
で
あ
主
た
め
に
は
、

ノてれ一師、ぇ、

横
根
的
に
日
出
産
を
，
r
iん

る
の
で
は
な
く
、
敢
え
て
と
の
宗
教
に
も
防
与
）
会
い

の
還
択
肢
を
採
る
こ
と
の
と
勺
が
い
一

μ

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

土品人た、中古
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竺
一
九
一
長
現
段
段
が
E

小
款
問
仏
に
対
す
る
将
杓
の
付
与
J
v
h
M
F
Y
し
て
い
咋
き
」
と
か
－
円
、
多
々
あ
。
一
円
条
」
の
中
で
宗
教
の
み
を
附

キ〕ふ火凡九九
J

、
ノ
の
保
護
対
象
と
す
る
こ

F
は
な
条
速
い
民

じ
〉
ノ
ム
叫
〈
さ
ヲ
に
、
市
、
法
二
条
は
ム
日
現
の
自
古
を
保
降
、
二

ヲご
h
J
判

引

ム

H
只

d

r

j

一

」

る
国
家
に
ふ
る
介
入
を
以
則
的
に
禁
」
一

J

て
い
る

F

」
の
こ
ー
：
？
っ
、

イ
ギ
い
ス
の
柚
ハ
パ
日
一
昼
間
ヰ
や
｛
J

紋
的

情
必
周
到
手
の
よ
、
つ
な
円
↓
小
教
に
対
3

一
ヲ
る
口
士
宮
や
伯
E
U
↓
扇
動
去
攻
守
山
と
す
る
こ
と
は
、
、
知
的
安
志
の
拾
い

一
、
消
や
或
椛
的

こ
い
っ
た
士
」
の
で
で
清
一
家
が
暴
行
や
傷
叶
門
学
己
、
体
均
行
為
均
成
人
J

に
関
わ
ら
ず
式
布
げ
の
内
行
を
罪
y

一
ヲ
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
憲
法

A
R
に一氏

γ
る
山
県
い

て
拾
い
と
い
わ
ぐ
ら
る
や
一
得
な
い
u

以

の

γと
か
ら
考
え
て
も
、
別
状
に
心
い

C
H木
政
宥
が
宗
次
に

関
ず
る
す
1

判
的
表
現
に
間
し
し
て
休
り
う
る
心
沢
に
つ
い
て
、
怖
い
口
漬
罪
法
U
z
R
教
的
情
ぜ
一
財
投
年
と
憲
法
と
の
遣
さ
件
を
山
中
川
み
る
に
、

ダ
の
選
状
伐
を
補
強
す
る
安
哀
し
か
見
当
た
ム
な
い

し
か
し
な
が
ら
、

は
じ
め
に
」

一L
込
ベ
ー
に
よ
う
に
孜
が
作
は
口
山
住
対
約
の
ぐ
条
に
つ
一
い
一
丸
山
田
似
討
を
刊
し
て
い
v
な
い
こ
と
か
ら
、

同
長

阪人；L吊JG2 (S lザ11775にお：:1. 3 J 



,,ii 

「
児
問
干
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
（
3
0
5
2
E
5
5
Z耳
目
同
昨
日
こ
の
と
戸
r
n
h
E
Lこ
の

P

L

川府r
～也》
H
R
古
川
、
旧
外
呈
ポ
ル
ノ
に
尻
市
沖
る

ノ
十
九
三
寸
の
処
罰
法
吋
｛
旧
Y

童
の
保
護
等
に
羽
す
る
法
律
が
刈
ペ
ー
さ
れ
た
よ
う
に
、

デ可
1人l

外
あ 要
；］雨
、を

c:i ··•·:I 
店、何
人 L
明 い

で界

iiD ij' 
n ιJ 

士Jれ
:r ふ

にと

ゴ
桐

い
ら
F
U能
汚
も
存
在
す
る

立
ち
子
L

、

f
J
4
F
 

3
4
 我
が
置
の
一
市
殺
説
は
お
お

－
M

か
〆
な
か
ら

つ
い
亡
は

1

強
制
や
沢
内
訟
の

〕
と
い
よ
り
円
J

い
の
信
校
の

U
山
山
を
妨
害
す
る
も
の
で
な
い
柄
引
り
電
行
ビ
あ
る
こ
と
を

烹
請
し
て
い
る

さ
ら
に
、
’
h
教
の
自
由
に
悶
ヲ
る
現
行
主
法
体
杭
は
巧
、
市
憲
法
体
肌
午
、
で
の

E
ぷ
神
治
の
符
r
叫
」
心
地
位
の
台
疋
字
削
v

ら
が
山
よ
守
つ
チ
～
レ
し
い

マハ
W
1

夕、、

日
本
の
信
教
の
向
山
内
向
す
λ
d
人
格
概
念
は
こ
う
い
っ
た
土
擦
の
一
仁
成
り
立
っ
て
お
り
、

条
約
己
の
要
請
の
み
を
正
山
に
宗
教
的
制
主
扇
動
罪
主
比
定
FJ
る
こ
と
以
却
し
ν

＼
活
舛
匡
↑
較
、
＼
て
ん
山
が
匡
狩
臼
の
宗
教
及
び
U
U
紋

円
削
を
踏
ま
え
れ
れ
で
同
却
を
倹
一
引
す
る
ご
と
が
欠
か
せ
な
い
L
Y

一
与
之
る

今
段
、
同
内
に
外
同
人
労
働
者
4
1
じ
め
と
）
て
、
ケ
人
叱
川
吋
自
の
ん
き
く
凶
王
一
一
ヘ
ゆ
る
人
々
が
流
入
九

一
｛
止
の
コ
ミ
ヱ

ノ

イ

戒
さ
れ
ど
に
い
た
つ
と
坊
台
ご
J
t
J

て、

f
ギ
リ
ス
の
ふ
争
例
に
み
ら
れ
丈
よ
う
に
、

リ
J

ノ
ブ
リ
ー
ピ
ス
ん
即
日
も
し

2

ん
も
宗
教
t
削仙川川正ん一扇

動
ざ
の
制
一
む
を
♂
な
け
れ
ば
と
ら
た
ド
よ
よ
な
が
人
山
状
ぽ
が
存
在
す
る
の
て
あ
れ
ゴ
、

の
維
M
U
L
V

目
的
に

J
庁
内
よ
女
ziJ叫

出
品
制
が
認
め
ん
引
う
ゐ
余
地
が
生
ぷ
＼
く
る
）
ル
人
だ
、
そ
の
が
う
な
状
況
ド
で
あ
っ
て
も
、
イ

V

ヤ
け
ス
が
採
用
し
と
去
羽
凱
制
を
あ
く

ま
で
参
与
に
山
首
め
、
由
一
該
呪
刈
J
J
｝
口
況
の
J

M

投
研
を
昨
ま
よ
ハ
た
じ
た
刈
憲
法
の
評
判
い
に
午
口
わ
立
p

れ
で
、
河
川
約
千
祁
力
浪
定
化
す
7

ぬ
こ

こ
に
1

？
っ
と
表
現
の
｝
一
山
を
最
大
浪
雌
店
沖
す
る
r

ぃ
、
っ
け
法
政
F

市
が
な
さ
れ
必
く
て
は
な
一
h
一
な
い
も
の
y

考
え
る

な
お
、
ぷ
段
の
M
M
念
・
定
義
、
一
以
段
初
日
＃
比
谷
概
念
刀
法
改
正
に
対
す
る
日
記
一
貫
一
川
教
苅
恕
を
思
忽
の

U
山
市
助
に
ゆ
と
ね
る
こ
し
の

主
義
主
寸
本
山
川
一
じ
は
分
に
述
べ
奇
心
：
ー
に
の
て

3
な
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